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                           資料Ａ－１－①－１

  

（出典 秋田工業高等専門学校研究シーズ集 2011 P.４）
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資料Ａ－１－①－２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業棟等専門学校ホームページ）

 



 

 

秋田工業高等専門学校 選択的評価事項Ａ 

- 3 - 

資料Ａ－１－①－３

平成２５年度プロジェクト研究経費申請書  

 研究代表者氏名  
 

 学 科

 
 プロジェクト名  

 

 研究期間（全体） 
 

申請研究経費                     千円

 研究組織（代表者・共同研究者・所属機関（学科）・役割分担）  

 研究者氏名   所属機関（学科）  役割分担（研究題目）  

   

 研究概要  

 

 ２５年度における具体的な研究実施計画  

 

 次年度以降の研究実施計画  

 

注）１．「研究概要」は当該研究が必要な背景，研究目的，予想される成果等を簡潔

記載すること。  

２．「申請研究経費」は２５年度申請経費の金額を記載すること。  

３．「次年度以降の研究実施計画」は，今年度のプロジェクト研究の完了後における

次年度以降の研究計画について簡記することとし，各年度における必要経費の概数を

（ ）書きで記載すること。          

 

    （出典 平成25年7月9日 校長通達）
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                         資料Ａ－１－①－４

 

秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則  

 (趣旨) 

第１条 秋田工業高等専門学校学則（昭和39年規則第１号）第52条の２第２項の規定

に基づく秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター (以下「テクノセンター」

という。）の組織運営についてはこの規則の定めるところによる。  

 

 (目的) 

第２条 テクノセンターは，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。 )と民間

等外部の機関 (以下「民間機関等」という。）との連携を推進して教育及び研究の

進展を図るとともに，共同研究及び技術相談等を推進することにより，地域産業の

振興，活性化に寄与することを目的とする。  

 

 (業務) 

第３条 テクノセンターは，次の各号に掲げる業務を行う。  

 一 テクノセンターの管理・運営に関すること。  

 二 民間機関等との連携による教育及び研究の進展に関すること。  

 三 民間機関等との共同研究，受託研究等に関すること。  

 四 民間機関等に対する技術開発相談及び学術情報の提供に関すること。  

 五 民間機関等との技術協力に関すること。  

 六 民間機関等の技術者に対するリフレッシュ教育に関すること。  

 七 その他センターの目的を達成するために必要な事項  

 

 (センター長等) 

第４条 テクノセンターに，地域共同テクノセンター長(以下「センター長」という。)

を置く。  

２ センター長は，本校教員のうちから校長が任命する。  

３ センター長は，テクノセンターの業務を掌理する。  

４ センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，センター長に欠員が生

じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

第４条の２ テクノセンターに，副地域共同テクノセンター長(以下「副センター長」

という。)を置く。  

２ 副センター長は，本校教員のうちから校長が任命する。  

３ 副センター長は，センター長の職務を補佐する。  

４ 副センター長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，副センター長に欠員

が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  
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第４条の３ テクノセンターに，地域共同テクノセンターコーディネーター(以下「コ

ーディネーター」とい う。）を若干名置く。  

２ コーディネーターは，校長が委嘱する。  

３ コーディネーターは，本校と国若しくは地方公共団体又は民間企業等と連絡調整

し，研究成果の社会還元の促進を図る。  

４ コーディネーターの任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，コーディネータ

ーに欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

 

 (運営委員会) 

第５条 テクノセンターの運営に関する事項を審議するため，秋田工業高等専門学校

地域共同テクノセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。  

２ 委員会に関する事項は，別に定める。  

 

 (専門委員会) 

第６条 委員会に，テクノセンターの事項に関し，実施方法の検討，その他専門的事

項を処理させるため，専門委員会を置くことができる。  

２ 専門委員会に関し必要な事項は，別に定める。  

 

 (庶務) 

第７条 委員会の庶務は，企画室において処理する。  

 

 (雑則) 

第８条 この規則に定めるもののほか，テクノセンターに関し必要な事項は，別に定

める。  

 

   附 則  

 この規則は，平成12年４月１日から施行する。  

   附 則  

 この規則は，平成16年５月７日から施行し，平成16年４月１日から適用する。  

   附 則  

１ この規則は，平成16年９月３日から施行し，平成16年４月１日から適用する。  

２ 平成１６年度中に委嘱されるコーディネーターの任期は，第４条の２第４項の規

定にかかわらず，委嘱の日から平成１７年３月３１までとする。  

   附 則  

 この規則は，平成17年４月１日から施行する。  

   附 則  

１ この規則は，平成17年12月５日から施行する。  
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２ 平成１７年度中に委嘱される副センター長の任期は，第４条の２第４項の規定に

かかわらず，  

 平成１８年３月３１日までとする。  

   附 則  

 この規則は，平成19年４月１日から施行する。  

   附 則  

 この規則は，平成20年１月７日から施行する。  

 

                  （出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 

                          資料Ａ－１－①－５

地域共同テクノセンター運営委員会規則  

 （設置）  

第１条 秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則第５条第２項の規定に

基づき，秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営委員会（以下「委員会」

という。）を置く。  

 

 （審議事項）  

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  

 （１） 地域共同テクノセンターの運営，設備等の利用計画，事業計画に関するこ

と。  

 （２） 教育・研究の進展に関すること。  

 （３） 秋田工業高等専門学校産学協力会との連携に関すること。  

 （４） 民間等外部の機関との共同研究，受託研究等の推進に関すること。  

 （５） リフレッシュ教育に関すること。  

 （６） その他地域共同テクノセンターの目的を達成するために必要な事項に関す

ること。  

 

 （組織）  

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

 （１） 地域共同テクノセンター長  

 （２） 教務主事  

 （３） 専攻科長  

 （４） 各学科・学系主任  

 （５） 地域共同テクノセンター副センター長 ２名  

 （６） 企画室長  

 （７） 学外有識者５名程度  

 （８） その他校長が必要と認めた者  
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 （任期）  

第４条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。  

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

 （委員長・副委員長）  

第５条 委員会に委員長を置き，地域共同テクノセンター長をもって充てる。  

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  

３ 副委員長は，予め委員長が指名した委員とする。  

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときはその職務を代行する。  

 

 （地域からの要請等の受入れ決定）  

第６条 地域からの要請等の受入れは，委員会の審議に基づき，校長が決定する。  

２ 前項の受入れは，本校の教育・研究に支障がない範囲で行うものとする。  

 

 （委員以外の者の出席）  

第７条 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させて意見を求めること

ができる。  

 

 （専門部会）  

第８条 委員会に，特定の事項を調査・検討及び点検・検証するため，専門部会を置

くことができる。  

２ 専門部会について必要な事項は，別に定める。  

   

 （報告）  

第９条 委員長は，委員会において審議された事項を総括し校長に報告するものとす

る。  

 

（庶務）  

第10条 委員会の庶務は，企画室において処理する。  

 

 （雑則）  

第11条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は，別に定める。

 

   附 則  

１ この規則は，平成21年４月１日から施行する。  

２ 秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営委員会規則（平成12年４月1

日制定）は，廃止する。 

                   （出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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                           資料Ａ－１－①－６

秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター専門部会規則  

 （設置）  

第１条 秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター運営委員会（以下「委員会」

という。）規則第８条第２項の規定に基づき，秋田工業高等専門学校地域共同テク

ノセンター専門部会（以下「専門部会」という。）を置く。  

 

 （審議事項）  

第２条 専門部会は，次の各号に掲げる事項を審議する。  

 （１） 地域共同テクノセンターの事業の実施方法に関すること。  

 （２） その他地域共同テクノセンターに係る専門的事項に関すること。  

 

 （組織）  

第３条 専門部会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

 （１） 委員会の委員長が指名する地域共同テクノセンター副センター長 １名  

 （２） 各専攻から選出された教員 各１名  

 （３） 各学科から選出された教員 各１名  

 （４） 企画室長  

 （５） その他委員会の委員長が必要と認めた者  

 

 （任期）  

第４条 委員の任期は１年とし，再任を妨げない。  

２ 前項の委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

 

 （部会長・副部会長）  

第５条 専門部会に部会長を置き，第３条第１号の委員をもって充てる。  

２ 部会長は，専門部会を招集し，その議長となる。  

３ 副部会長は，予め部会長が指名した委員とする。  

４ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるときはその職務を代行する。  

 

 （委員以外の者の出席）  

第６条 部会長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させて意見を求めること

ができる。  

 

 （報告）  

第７条 部会長は，専門部会において検討・処理された事項を総括し委員会の委員長

に報告するものとする。  
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 （庶務）  

第８条 専門部会に関する庶務は，企画室において処理する。  

 

 （雑則）  

第９条 この要項に定めるもののほか，専門部会の運営上必要な事項は，別に定める。

   附 則  

１ この要項は，平成21年４月１日から施行する。  

２ 秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター専門委員会要項（平成17年４月１

日制 定）は，廃止する。 

                   （出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 

                           資料Ａ－１－①－７

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （出典 秋田工業高等専門学校ホームページ）
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                           資料Ａ－１－①－８
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            （出典 秋田工業高等専門学校研究シーズ集 2011 P.46～48）
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                           資料Ａ－１－①－９

平成２５年 ７月 ９日

各学科長 

各一般教科長 

各専攻長 

 図書館長 

 各センター長    殿 

校 長 

 

 

平成２５年度校長裁量経費及び創造教育支援経費・ 

学内プロジェクト研究経費の申請について（依頼） 

 

 

 標記について、貴所属教職員へ周知して頂き、申請がある場合は、申請書をとりま

とめの上、下記のとおり提出くださるようお願いいたします。 

 なお、申請書の様式については、グループウェアの掲示板にも掲示します。 

また、申請件数については、各経費毎に６件を上限とします（ただし、特別な事情

がある場合は校長までお申し出ください）。 

  

 

記 

 

１． 提出書類 各経費６件まで 

〇校長裁量経費申請書(秋田大学工学資源学部との学術交流

協定による共同研究申請書を含む) 

〇創造教育支援経費申請書 

〇学内プロジェクト研究経費申請書 

 

２． 提出期限 平成２５年 ７月２６日（金） 

 

３． 提 出 先  総務課財務係 

                   （出典 通達メール原稿）
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                           資料Ａ－１－①－10

教職員各位 

 

 

                地域共同テクノセンター長 

                      宮脇 和人 

 

 

       競争的外部資金申請方法説明会開催について 

 

 

 教員会議でもお知らせしておりますが，８月５日（月）１５：００より 

テクノコミュニティーにおいて，標記説明会を開催致します。 

 

 講師は秋田大学工学資源学部教授（秋田大学産学連携推進機構長）齊藤 準 

（さいとう ひとし）様にお願いしております。 

 教職員の皆様におかれましては，御多忙とは存じますが，多数のご出席を 

お願い致します。 

（出典 通達メール原稿）
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                           資料Ａ－１－①－11

（出典 平成 24 年度学校要覧 P.13）
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                           資料Ａ－１－②－１
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.                           資料Ａ－１－②－２

 

最先端技術講演会

開催日 演　　　　　　題 講演者

平成17年6月22日 進化し続けるモノづくり技術 (株)日立製作所生産技術研究所所長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　工学博士　 伊藤文和 氏

平成18年7月12日 内視鏡医学と最新技術 オリンパスメディカルシステムズ(株)

　 　 　 　 　 　 　 　商品企画本部部長　 小納良一 氏

平成19年11月14日 自動車産業における最新ものづくり技術 日産自動車(株)総合研究所シニアエンジニア

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　工学博士　 太田　 稔 氏

平成20年6月27日 航空機エンジン技術の現状と今後について (株)IHI　 航空宇宙事業本部　技術開発センター

　 　 　 　 　エンジン技術部長　工学博士　小林健児氏

平成21年6月25日 航空機用新素材－炭素繊維複合材料－ 東レ(株)ACM技術部航空・宇宙技術室長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小田切信之 氏

平成22年6月16日 富士通の経営戦略と環境経営 富士通(株)環境本部ストラテジーエキスパート

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　古賀剛志 氏

平成23年6月10日 LED照明の概要と動向 東芝ライテック(株)取締役　 技術本部長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　藤武浩二 氏

平成24年6月6日 日立のモノづくり技術の研究開発 (株)日立製作所　 横浜研究所　 主管研究長

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　古澤賢司 氏

平成25年6月5日 エンジン計測最前線－ガラスのエンジンからレーザー計測・中性子イメージングまで－ （株）豊田中央研究所　施策開発部　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 次長　秋濱一弘　氏
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    （出典 企画室資料 秋田高専産学協力会会報第 53 号 P.１,２）
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                           資料Ａ－１－②－３

                   （出典 企画室資料）

 

  

知的財産教育講演会

開催日 演題および講演者

平成16年10月20日 演題：卒業研究から特許を生み出す　 創生国際特許事務所所長　 弁理士　 佐藤辰彦 氏

平成17年10月5日 演題：高専学生への知的財産に関する期待　 牛久特許事務所所長　 弁理士　 牛久健司 氏

平成18年10月11日 演題：特許の基礎知識－企業開発者が知っておくべきこと－　大塚国際特許事務所　 弁理士　 永川行光 氏

平成19年10月22日 演題：企業における特許　　(株)日立製作所　 知的財産権本部　 IP開発本部　 工学博士　 森　 　 悟 氏

平成20年12月19日 演題：特許とその活用　 社団法人発明協会　 統括特許流通アドバイザー　 佐々木勝彦 氏

平成21年12月14日 演題：特許の必要性について　 熊谷繁弁理士事務所　 熊谷　 繁氏

平成22年12月9日 演題：特許戦略の最近の動向　 仙台高専　 知財コーディネータ　 佐々木伸一 氏

平成23年12月15日 演題：グローバル時代に知財を活かせる人財をいかに排出するか　仙台高専　 知財コーディネータ　 佐々木伸一 氏

平成24年12月12日 特許について学ぼう！　（公財） あきた企業活性化センター　知財窓口支援担当　　田嶋正夫　氏

平成25年12月4日 演題：特許について学ぼう！　　あきた知的財産事務所　代表弁理士　齋藤昭彦　氏　　　代表弁理士　齋藤博子　氏
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                           資料Ａ－１－②－３
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（出典 秋田工業高等専門学校地域共同テクノセンター報第 11 号 P.58,59）
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                          資料Ａ－１－②－４

（出典 秋田高専産学協力会会報第 53 号 P.８）
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                           資料Ａ－１－②－５

             （出典 秋田高専産学協力会会報第 53 号 P.６）
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                          資料Ａ－１－②－６

（出典 企画室資料）

Ｎｏ 産学協力会 企　　業　　名 所在地 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1 （株）アイシーズ にかほ市 7.6

2 秋田エルピーダメモリ（株） 秋田市 2.17

3 （株）アキタ・アダマンド 横手市 12.3 6.16 8.8、12.21

4 会員 秋田活版印刷（株） 秋田市 11.3 11.8

5 （財）あきた企業活性化センター 秋田市 12.24

6 秋田銀行本店 秋田市 1.5

7 秋田県産業技術総合研究センター 秋田市 12.22

8 秋田県産業経済労働部 秋田市 12.24

9 会員 秋田指月（株） 羽後町 12.8 11.22

10 会員 秋田十條化成（株） 秋田市 1.12 1.9

11 会員 秋田ジンクソリューションズ（株） 秋田市 11.26 1.9

12 会員 （株）秋田新電元 由利本荘市 10.23 10.13 5.6 12.13 5.8

13 会員 秋田住友ベーク（株） 秋田市 1.12

14 会員 （株）アキタ電子システムズ 秋田市 4.23　10.8 10.22 4.27 5.9

15 秋田プライウッド（株） 秋田市 9.20

16 会員 秋田ニチレキ（株）秋田営業所 四ツ小屋 12.3 6.16

17 会員 秋木製鋼（株） 能代市 7.13 11.18 10.26 11.27

18 会員 東電化工業（株） 大仙市 6.24 11.8 6.13

19 会員 アダマンド工業（株） 　

20 （有）池田木型製作所 秋田市 8.26

21 会員 磐田電工（株）秋田工場 由利本荘市 10.28 6.2

22 会員 インスペック（株） 仙北市 11.26 10.29 5.16 5.14

23 会員 （株）エイテックス 由利本荘市 11.5 7.24

24 ADK富士システム（株） 秋田市 9.24 9.30

25 会員 （株）オーエスイー 5.13 5.10

26 大潟村カントリーエレベータ公社 大潟村 10.24

27 会員 大森建設（株） 能代市 10.29 5.19 5.16

28 会員 小林工業（株） 由利本荘市 12.10 1.14 1.26 12.11

29 会員 （株）五洋電子 潟上市 10.29 1.26 1.30

30 佐鳥エスアイシー（株） 秋田市 9.20

31 猿田興業(株) 秋田市 1.9

32 会員 （株）沢木組 男鹿市 12.17 12.5 10.24

33 会員 （株）三義秋田支店 由利本荘市 10.13 12.13

34 会員 （株）山王電機製作所 男鹿市 11.5 12.7 12.5 10.24

35 会員 柴田工事調査（株） 湯沢市 10.29

36 会員 JUKI電子工業（株） 横手市 10.15 1.6 5.12 6.7

37 庄内鉄工（株） 能代市 1.29

38 （株）シンタ 秋田市 8.26

39 会員 （株）菅与組 潟上市 5.13 1.19 5.10

40 会員 （株）スズキ部品秋田 井川町 11.12 5.19

41 住鉱テック（株） 能代市 7.29

42 セイコーインスツル（株）秋田事業所 大仙市 1.17

43 会員 （株）創研コンサルタント 秋田市 10.6 9.20

44 会員 第一三共プロファーマ（株）秋田工場 秋田市 10.6 12.6

45 会員 ダイワ工業（株） にかほ市 11.15 7.4

46 会員 タルイシ機工（株） 秋田市 8.6 10.2 12.13

47 会員 千代田興業（株） 秋田市 11.1

48 会員 TDK（株）秋田総務部 にかほ市 11.15 1.19

49 TDK-ＭＣＣ(株) にかほ市 7.24

50 会員 東光鉄工（株） 大館市 10.7 8.3

51 （株）東光ホールディング 大館市 6.18　11.12

52 会員 東邦技術（株） 大仙市 10.15 4.27 5.7

53 会員 （株）東北機械製作所　営業本部 秋田市 10.28 12.6

54 （株）東北フジクラ 秋田市 1.17

55 会員 十和田オーディオ（株） 十和田市 12.13

56 会員 （株）ナカヨ通信機開発推進本部北日本事業所 能代市 7.29 12.9 10.26

57 会員 並木精密宝石（株）秋田工場 湯沢市 10.2 8.2 7.25

58 会員 ニチレキ（株）秋田営業所

59 会員 ニット工業（株） 潟上市 2.2 11.22

60 会員 日発精密工業（株）横手工場 横手市 12.3 8.2 7.31

61 ニプロファーマ（株） 大館市 7.29 8.3

62 会員 ニューロング秋田（株） 大館市 6.18　8.17 11.28

63 会員 ニューロング技研（株） 北秋田市 9.25 11.28 11.27

64 能代オリエンタルモーター（株） 能代市 9.25

65 光ガラス(株)秋田事業所・加工工場 湯沢市 8.8 7.25

66 会員 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞｽﾃｱﾘﾝｸﾞ(株) 横手市 12.3 8.2 7.31

67 会員 （株）マツザワ 秋田市 8.6 9.24　11.5 7.31

68 丸大機工（株） にかほ市 8.26 7.24 12.11

69 会員 万六建設（株） 仙北市 11.26 11.3 9.30

70 会員 三菱マテリアル（株）秋田製錬所 秋田市 1.14 6.13

71 会員 三菱マテリアルテクノ（株）秋田支店 秋田市 12.8 1.30

72 会員 三菱マテリアル電子化成（株） 秋田市 12.10 10.22 5.11 12.13 5.14

73 会員 ミツミ電機（株）秋田事業所 潟上市 1.29 10.12 11.22

74 会員 宮腰精機（株）国見工場 大仙市 11.1 11.22

75 （株）宮盛 五城目町 2.2 11.22

76 会員 （株）MECARO 潟上市 12.5

77 会員 山岡工業（株） 秋田市 11.26 6.13

78 会員 山崎ダイカスト（株） 美郷町 6.24 11.8

79 由利工業（株） 由利本荘市 8.26

80 会員 横浜電子工業（株） 八郎潟町 12.7 1.25

訪　問　日　程
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                          資料Ａ－１－②－７

（出典 企画室資料）
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                           資料Ａ－１－②－８

（出典 総務課資料）
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                           資料Ａ－１－②－９

 

（出典 新聞記事から抜粋）
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                           資料Ａ－１－②－10

（出典 新聞記事から抜粋）
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                           資料Ａ－１－②－11

（出典 企画室資料）



 

 

秋田工業高等専門学校 選択的評価事項Ａ 

- 33 - 

                            資料Ａ－１－②－12



 

 

秋田工業高等専門学校 選択的評価事項Ａ 

- 34 - 

        （出典 企画室資料 秋田高専産学協力会会報第 51 号 P.４）
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（出典 あきた産学官連携フォーラム開催案内ポスター）
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                           資料Ａ－１－②－14
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 （出典 研究紀要第 48 号 P.115～116）
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                          資料Ａ－１－②－15
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（出典 研究紀要第 48 号 P.118～119）
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                           資料Ａ－１－②－16

（出典 企画室資料）
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（出典 総務課資料）
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                           資料Ａ－１－③－１

平成２４年度プロジェクト実施報告書 

プロジェクトの

区分 

(該当する番号に

○) 

   １．創造教育支援経費             ２．校長裁量経費 

   ３．学内プロジェクト経費          

プロジェクトの

名称 

 

プロジェクト代

表者学科等・職名

・氏名 

 

 
経費 

（千円） 

 

 

 

プロジェクトの

目的，内容，実施

経過等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

得られた成果，学

生の反応等 

 

 

 

 

 

 

成果の今後にお

ける活用予定及

び予想される効

果 

 

 

 

 

 

 

 

成果の発表等 

 

 

 

 

 

  有（発表した年月，学会・研究会，論文・口頭発表等）  

 

 

  無 

 

（注）１．箇条書き等により簡明に記載すること。 

   ２．本経費により作成した報告書，教材等がある場合は１部添付すること。 

 

                   （出典 創造教育支援経費報告書）
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                           資料Ａ－１－③－２

平成２５年度地域共同テクノセンター運営委員会議事要旨 

 

日 時：平成２５年７月４日（木）１５：００～１６：３０ 

会 場：会議室Ａ 

出席者 学 外：齊藤、有明（高橋委員代理）、佐藤、中村各委員 

学校側：宮脇委員長、丸山副委員長、堀江、駒木根、野坂、手島、吉井、上松、柴田各委員

（陪席）岡村企画係員 

欠席者 学 外：塙、菅原、村上各委員 学校側：脇野、若生、桜田各委員 

議事に先立ち、宮脇委員長よりあいさつと、各委員から自己紹介があった。また、委員長よ

り配付資料について、説明があった。 

議題１．平成２４年度活動総括について 

委員長より資料に基づき報告があった。 

議題２．平成２５年度年間計画（案）について 

丸山副委員長より資料に基づき説明があった。 

議題１～２について、以下のとおり意見や質問があった。 

・COOP 教育について 

【野坂委員】地域共同テクノセンターの今後の取り組みとして、「各学科単位での COOP で

講義形式の COOP 教育を実施する。」とあるが、そもそも COOP 教育とは、本校のどこが

主体となって今後推進していくのかということと、実施内容について、企業の方の講演等で

はなく、あくまでも講義形式で学科で行うべきなのかということを確認したい。 

【宮脇委員長】COOP 教育をどの部署が主体となって行うのかという点については、地域共

同テクノセンターと教務とで行っているのが現状であり、今後もセンターと教務主事とで連

携を取りながら推進していく予定である。また、COOP 教育の内容については、講演形式、

講義形式のどちらも行われてもよいと考える。学生にからしてみれば、どちらにしても企業

と本校教員による教育を受けるということに変わりはないからである。 

【丸山副委員長】COOP 教育にも色々な定義があるが、企業の方の力を借り、企業の風を学

生にも伝えるということが大きなところである。ただし、それだけではなく、例えば教員 

と企業との共同研究に学生を携わらせるといったことや、高専の教員に、技術師の資格取得

の支援を企業から行ってもらうといったこともCOOP教育の一環だという高専機構の方針が

見られる。特に最近では、高専機構では COOP 教育を共同教育と呼んでいる。そういう意味

では、学科へ「講義形式」として依頼されている理由としては、「特定の授業に関連する内

容を特定のそれに関連する企業の方の説明が最良である」という考え方がある。講演形式で

は、授業を特定できず、特定の授業に関することを重点的に伝えるには不向きであることか

ら、学科には「講義形式」の授業を依頼しているところである。 

【野坂委員】COOP 教育は様々な考え方によって行われるということはよくわかったが、そ

れでは学科が担当する部分は、主に講義形式で行うものであるということでよいのか。 

【宮脇委員長】そのように進めていきたいと考えている。また、例えば、それに地域共同テ

クノセンターも関わる方法として、講師を選別のための相談を受け付けるといったことは行

っていきたいと考えている。また、講演や東北６高専共同で事業を行うといったことについ

ては、地域共同テクノセンターが主導で行いたいと考えている。 
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【中村委員】COOP 教育とインターンシップの関連について、学校としての考え方、インタ

ーンシップの位置づけを教えてほしい。 

【丸山副委員長】一つの考え方として、COOP 教育とインターンシップはまったくの別物で

あるという考え方がある。インターンシップは見方によれば、教員は企業へ学生を送り出す

だけであり、学校側は教育を行っていない。そういう意味では COOP 教育ではないことにな

る。もちろん、インターンシップ自体は学生にとって重要なものである。 

【宮脇委員長】丸山副委員長が述べたとおり、インターンシップが COOP 教育に含まれると

は言えないかもしれないが、共同ではないにしろ、学校側も教育は行っているとも言えるの

ではないかと考える。 

【中村委員】インターンシップが終了した学生には、課題等の提出があるのかどうか。 

【上松委員】インターンシップ終了後は、参加学生全員にプレゼンテーションを行ってもら

う。これにより、企業でどのようなことを学んだのかといったことを整理させ、インターン

シップの効果を上げるための指導を行っている。プレゼンテーションは教員が評価を行い、

それが単位として成績が付けられている。また、インターンシップに行かせる前にも、さま

ざまな手段でその企業の知識を付けさせ、万全の態勢でインターンシップに臨むよう指導し

ている。 

【有明委員】今まで COOP 教育について、さまざまな議論が行われたが、そこまで難しく考

える必要はないのではないかと考える。実施することすべてを、前もって各部署毎に振り分

ける必要はないのではないか。 

【丸山副委員長】当初我々もそのように考えていたが、高専の教員と企業が共同で学生を育

てていくという観点から、高専の教員も責任をもってそれに関わっていくため、ある程度の

分担が必要であるという考えがある。 

【野坂委員】今まで、学科に対しては、「COOP 教育＝高専と企業が行う講義形式の授業」

という伝え方しかされていない。これについては、今まで説明があったような内容をきちん

と伝えたうえで、学科では特に講義形式のものを進めてもらいたいということを学校全体に

向けて説明する必要があるのではないか。 

・装置利用について 

【齊藤委員】秋田高専では補正予算措置を受けて、この運用方法を参考までに紹介いただき

たい。 

【宮脇委員長】齊藤委員がをおっしゃったように、今年度は高専機構から本校へ５億円ほど

の補正予算が下り、ほとんどが設備もしくは建物の改修に使われることとなっている。また、

購入予定の装置としては３３機種あり、私の担当したところでは３Ｄプリンターやレーザー

顕微鏡等がある。６月末現在においては３機種の入札が済んでいる。 

【丸山副委員長】平成２５年度計画を説明した際、今年度はシーズ集の発刊を行わないと申

したが、今年度本校へ新しく入ってくる装置等の情報については、本校のホームページ等を

通じて情報を発信して行く予定である。掲載の際には是非ご覧いただき、ご活用いただきた

い。 

【齊藤委員】新しい装置が入っても、それが十分に稼働しないのはもったいないので、今後

どのように活用するかをよくご検討いただくとともに、装置の設置状況を学外にもわかりや

すく発信していただけるとありがたい。 

【宮脇委員長】ホームページへの掲載については、秋田県の産学官ネットワーク事務局で今
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年度から行われるシーズ等紹介ページを本校も活用させていただく予定である。これは本校

のホームページへの掲載と並行して進めていく予定である。 

【中村委員】装置について、高専の場合は共同研究のようなきっかけがないと企業は使用で

きず、秋田県にも同様に装置があるが、企業が利用するためのしくみやアピールが足りない

と考える。これは特に秋田県が主導になって行って欲しいと思う。 

【有明委員】大学、高専、秋田県産業技術センターにそれぞれ装置はあるが、外部に発信す

ることがうまくできていないと考えている。せっかく入った新しい装置も、うまくアピール

することができなければ、使わないで終わってしまうようなことが起きてしまう。高専の問

題だけではなく、全体でその方策については考えなくてはならないと思う。 

【丸山副委員長】高専としても、装置利用の相談窓口を一本化し、技術相談や、場合によっ

ては受託・共同研究といった形で装置を利用できるよう、整備を行っているところである。

・知的財産に関することについて 

【中村委員】高専で行われている知的財産教育支援セミナーについて、学生だけでなく、他

の企業等も参加することは可能か。 

【宮脇委員長】高専で行われている知的財産支援セミナーについては、学外の方も参加可 

能としているが、外部への発信があまり積極的でなかったため、学外からの加者は少なかっ

た。今後、発信方法については考えていきたい。 

【佐藤委員】知的財産に関係して、地域共同テクノセンターの方で、特許を取得した後の管

理・運営まで携わるのかどうか。携わるとすれば、どのような見通しでそれを行うのかを教

えていただきたい。 

【宮脇委員長】テクノセンターでは特許の管理運営は行うことにはなっていないが、本校に

は知的財産委員会があり、私がちょうどその委員長であるのでその立場から申しあげると、

佐藤委員がおっしゃったような管理・運営のことまで見通しをたてるまでには至っていない。

本校はまだ特許の登録件数が少ないことから、管理・運営のことは問題にはなっていないが、

今後検討しなければならない事項だと考えている。 

【上松委員】特許を出す際は、審査請求の際に企業が共同発明者にいるかどうかが一つのハ

ードルになっているが、企業が最終的に特許を実施してくれればよいが、本校の場合は実情

はそこまで至らない場合がほとんどである。現状としては、特許出願に関して教員への啓蒙

活動を積極的に行い、特許を出願してもらうという最初のステップを行っているところであ

る。 

【齊藤委員】特許で儲けるというのは難しいことであるが、特許登録されているか否かで、

ＪＳＴやＡ－ＳＴＥＰの公募が採択されやすくなる、というメリットもある。特許料につい

ては、間接経費を充てる方法があるので、特許取得を考える際、特許料による収入だけでな

く、競争的外部資金を得やすくなるという観点からも検討してはどうか。 

議題３．外部資金の受入実績一覧 

柴田委員より資料に基づき説明があった。 

議題４・その他 

最初に、丸山副委員長より資料に基づき、今年度本校から高専機構へ申請した「企業技術者

等活用プログラム」について説明があった。 

次に、宮脇委員長より、前回の運営委員会でいただいた意見を受けて今年度の活動計画等へ

反映した点について確認があった。 
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最後に、外部出席者から一言ずつコメントいただいた。 

【齊藤委員】大学と高専はパートナーとして様々な事業を行っているので、今後ともよろし

くお願いしたい。 

【有明委員】県としてできることは協力したいので、今後ともよろしくお願いしたい。 

【佐藤委員】産業技術センターにもコーディネーターが５名おり、１名は高専卒業生である。

これらを惜しみなく活用いただければと思う。 

【中村委員】今年度の計画のボリュームが多いように見えるが、一つずつ着実に行っていた

だければと思う。企業として何か協力できることがあれば行いたい。 

（閉会） 

委員長から謝辞があり、閉会した。 

以上

 （出典 地域共同テクノセンター運営委員会議事要旨）

 

                           資料Ａ－１－③－３

    秋田工業高等専門学校参与会規則 

制定 平成１６年１０月５日

 （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）に外部有識者による参与会を置く。

 （目的） 

第２条 参与会は，本校の教育研究活動等の状況について助言及び評価等を行い，本校での

自己点検・評価に関する活動を支援することを目的とする。 

 （任務） 

第３条 参与会は，次の各号に掲げる事項について，校長の諮問に応じて審議し，校長に対

して提言及び助言を行う。 

 （１） 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項 

 （２） 本校の教育研究活動等の状況について本校が行う自己点検・評価に関する重要事

項 

 （３） その他本校の運営に関する重要事項 

 （組織） 

第４条 参与会は，次の各号に掲げる者のうちから，校長が委嘱した参与をもって組織する。

 （１） 本校の所在する地域の関係者 

 （２） 大学その他の教育研究機関の教職員 

 （３） その他高等専門学校に関し広くかつ高い見識を有する者 

 （任期） 

第５条 参与の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第６条 参与会に，会長を置き，校長が指名する。 

２ 会長に事故等がある場合は，校長が指名する参与がその職務を代行する。 

 （運営） 
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第７条 参与会の会議は，校長が招集し，会長がその議長となる。 

 （庶務） 

第８条 参与会の庶務は，企画室において処理する。 

 （雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，参与会の運営に関し必要な事項は，校長が別に定め

る。 

 

   附 則 

１ この規則は、平成１６年１０月５日から施行する。 

２ 平成１６年度中に委嘱される参与の任期は第５条第１項の規定にかかわらず，委嘱の日

から平成１８年３月３１日までとする。 

   附 則 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

（出典 参与会規則）
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                           資料Ａ－１－③－４

 

（出典 参与会名簿）
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                           資料Ａ－１－③－５

（出典 秋田高専産学協力会会報第 53 号 P.３）
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